
	事業計画書【自治会・管理組合用 高効率機器（空調・給湯）】

	

	補助対象要件
※いずれか1つにチェックを入れてください
※チェックを入れた項目を証明する書類を添付ください。
	　□　省エネ基準達成率100％以上の設備であること
　□　省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型」に補助対象設備として登録されている
　□　既存機器のエネルギー使用量と比べて10％以上のエネルギー使用量を削減

	設置工事期間（予定）
	年　　　月　　　日　～　　年　　　月　　　日

	製造者（メーカー）名
	

	型式（製品品番）
	



	補助対象経費
	金　　額　（円）
	備考

	機器費
	
	機器費

	
	
	必要不可欠な付属機器

	設置工事費
	
	設置費

	
	
	材料費

	
	
	労務費

	
	
	機器搬入費

	その他
	▲
	▲値引き等
補助対象経費から差し引きます。

	補助対象経費（税抜）
	　
	

	

	交付申請額
※千円未満切り捨て
	￥
	補助対象経費（税抜）×1/2
（上限100万円）





高効率機器

カラー写真のご提出はこちらの台紙に貼り付けせず、PCでの印刷等でも問題ありません。
※どの箇所のお写真かわかるようにご提出ください。
	施工写真（カラー）

	
	
	

	
	施工前
写真（カラー）添付

室内機

	施工前

	
	
	工事内容
　自治会・管理組合用
　

	
	
	

	
	
	

	
	施工前
写真（カラー）添付

室外機

	




	申請者用
	　≪事前申請時≫自治会・管理組合用チェックリスト
	職員用

	＜申請にあたって＞

	
	市税等の滞納がないか
	
	

	＜補助金交付申請書＞

	
	申請日は記入されているか
	
	

	
	役職名は記載されているか
	
	

	
	日中連絡のつく電話番号、メールアドレスが記入されているか　（代理人を含む）
	
	

	
	振込口座は申請団体名義か
	
	

	
	対象外となる経費が計上されていないか　（既存設備の処分費用、認定費用など）
	
	

	
	交付申請額、補助対象経費に誤りがないか　訂正不可　※誤りがある場合は再提出
	
	

	
	加算措置の該当/非該当に丸がついているか
	
	

	
	未記載の欄がないか
	
	

	＜添付資料＞

	
	事業計画書は漏れなく記載されているか
	
	

	
	補助対象事業の実施効果が分かる書類は添付されているか
	
	

	
	自治会会則・管理規約の写しは添付されているか
	
	

	
	登記事項証明書は添付されているか　※共同住宅の場合は不要
	
	

	
	事業内容が確認できる契約書の写しが添付されているか　
※双方の押印があるか
※工期（受付日より後の日付）が記されているか
	
	

	
	機器費、工事費等の内訳が分かる見積書の写しが添付されているか
	
	

	
	写真は添付されているか（室内機・室外機）※カラー
共同住宅の場合、設置場所が共用部に該当するか
	
	

	
	性能を証する書類(カタログ等)は添付されているか
	
	

	
	総会の議事録や会議録など、設置について同意を得た経緯が分かるものが添付されているか
	
	

	＜必要に応じて提出する書類>

	
	委任状は添付されているか　　※申請手続きを本人以外が行う場合
	
	

	
	再生可能エネルギー比率50％以上の電力プランを利用していることを証する書類（直近の電気料金請求書の写し 及び 比率の表示がある書類の写し）は添付されているか
※加算措置の適用を受ける場合
	
	





工事が始まる原則30日前までにご申請ください。工事後は実績報告書の提出が必須です
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